
37

国際会計研究学会 年報2012年度 第2号

Ⅱ 西日本部会・統一論題報告

財務情報の質的特性が示す
財務報告制度の方向性

中 山 重 穂

愛知学院大学

本稿は，IASBとFASBの共同概念フレームワークの一部である
「有用な財務情報の質的特性」を題材として，その主要な改訂点およ
びそれら改訂点が示す指向性を検討し，新概念フレームワークが目
指す財務報告制度の方向性について考察するものである。

IASBとFASBによる概念フレームワークの整備プロジェクトは，
会計基準の統一化，概念フレームワークの老朽化への対応，および
原則主義による会計基準開発を背景としている。
そして，質的特性の主要な改訂点としては，信頼性に代わる忠実

な表現の採用，検証可能性の質的特性としての独立とその位置付け
の後退，および質的特性間の新たな相互関係の構築という3点があ
げられる。
信頼性に代わって忠実な表現が採用され，その結果，検証可能性

の位置付けが後退する。このような改訂は，IASBとFASBが，信
頼性あるいは検証可能性による保証を厳密に求める財務報告制度で
はなく，目的適合性や忠実な表現に基づく，発展的な財務報告制度
の構築を目指していることを示唆する。そして，目的適合性の先行
的適用と忠実な表現の採用の基底には，目的適合的な将来キャッシュ
フローに関する経済現象を財務情報として表現することを重視し，
その上で，当該現象の可能な限りの忠実な描写を目指すことで，認
識，測定，および表示の範囲や方法の拡充を目指す方向性が窺える。
また，質的特性の適用プロセスにおける目的適合性の先行的適用

をもって，資産負債観の徹底，ストックおよび評価の重視，あるい
は公正価値による単一測定を指向するものとの見解が示される。目
的適合性の先行性は，確かにそのような指向性を意味するものと考
えられるが，同時に，忠実な表現による目的適合性に対するチェッ
クと再識別のプロセスも導入されており，混合測定とも整合的な枠
組みとなっている。
以上，新たな概念フレームワークにおける質的特性の検討から，

認識，測定，および表示の範囲や方法を拡充した財務報告制度の構
築という方向性が示唆されること，さらには，資産負債観の強化と
いう基本方針を示しつつ，IASB/FASB［2010］で提案されたホリス
ティック観のような混合測定も受け入れ可能な枠組みが提示されて
いることが明らかとなった。
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Ⅰ はじめに

国際会計基準審議会（以下，IASB）にお

いて，概念フレームワークは外部利用者のた

めの財務諸表の作成および表示の基礎をなす

諸概念について記述したものであり，その目

的は，国際財務報告基準（以下，IFRS）の

開発と見直し，IFRSの適用，IFRSの未対

応領域への対処，各国会計基準の開発等にお

いて役立てることにある（IASB［2012］,

Purposeandstatus）。また，米国財務会計

基準審議会（以下，FASB）においては，概

念フレームワークは，財務会計において憲法

に相当し，より具体的には，首尾一貫した基

準へと導くことができ，かつ財務会計および

財務諸表の性質，機能，限界を規定する相互

関連的な目的と原理の体系的なシステムとし

て開発されるという（FASB［1976］,p.2）。

さらに，わが国の企業会計基準委員会（以下，

ASBJ）によれば，概念フレームワークは，

企業会計（特に財務会計）の基礎にある前提

や概念を体系化したものであり，また，将来

の基準開発に指針を与えるものであるとされ

る（ASBJ［2006］，前文）。

以上より，おおよそ概念フレームワークに

求められる役割は二つあり，一つは現行の会

計基準を理解，説明するための概念的基盤で

あること，いま一つは新たな会計基準設定の

ための指針となることである（1）。

これらの役割を果たすにあたって，概念フ

レームワークには次のような性質が求められ

るであろう。第1に財務報告作成規準とし

ての規範性，第2に財務報告の概念的基盤

としての体系性，第3に社会的なコンセン

サスに基づく普遍性である。そしてさらに

付け加えるならば，第4に将来生じうる新

たな経済現象や取引に対応可能な先進性であ

る。

しかし，これらの性質を十全に満たし，上

記二つの役割を果たしうる概念フレームワー

クを構築することは相当に困難であろう。例

えば，新たな概念フレームワークにおける忠

実な表現の採用や検証可能性の後退は，先進

性の観点からすれば，財務報告の拡張可能性

を示すものとして肯定されるかもしれないが，

その一方で，開発段階でのコメントレター等

においては批判的な意見も多く，普遍性を十

分に満たしているとはいい難い。また，概念

フレームワークとIFRSとが相違する場合に，

IFRSが優先されることから（IASB［2012］,

Purposeandstatus），規範性の観点でさえ

も十分に確保されているとはいえない。

そういった現状はあるものの，概念フレー

ムワークは，基準設定の指針として，財務報

告制度を一定の方向へと誘導する役割を負っ

ている。また同時に，概念フレームワークは，

「関連法制や周辺の市場インフラ，専門知識

や実務慣行等の積み重ね，そしてなによりも

市場関係者の価値判断とあわせて基準設定に

指針を与える規約的（conventional）な参照

枠のひとつ」（斎藤［2007b］，14頁）であ

る。すなわち，概念フレームワークは，環境

上の諸条件あるいは関係者らによる要請，価

値観，および指向性といった諸要因に基づき

規定されるものであり，前提となる諸要因が

変化すれば，あわせて改訂される必要がある。

裏を返せば，概念フレームワークの吟味を通

じて，概念フレームワーク設定時に基盤となっ

た，社会的要請，価値観等に基づく制度設計

の指向性を類推できることを意味する。

そこで本稿においては，IASBとFASBに

よる共同概念フレームワークで示された「有

用な財務情報の質的特性」を題材として，主

38



要な改訂点および改訂の論拠となった指向性

を検討し，新たな概念フレームワークが目指

す財務報告制度の方向性について考察する。

Ⅱ 概念フレームワーク改訂の
背景

2004年 4月，IASBと FASBは，IASB

の『財務諸表の作成及び表示に関するフレー

ムワーク』（以下，IASC［1989］）とFASB

の『財務会計概念ステートメント』（以下，

SFAC）を改良し，収斂させた単一の概念フ

レームワークを共同で整備することの合意に

至った。また，プロジェクトをフェーズ A

からFまでに分け，段階的に整備すること

も合意した。

そしてまず，フェーズA「目的と質的特性」

の整備に着手し，2010年，両審議会による

共同概念フレームワークの第1弾（2）として，

『財務報告に関する概念フレームワーク「第

1章：一般目的財務報告の目的」および「第

3章：有用な財務情報の質的特性」』（IASB

［2010］，FASB［2010］）（以下，『ファイナ

ルペーパー』）が公表される。なお，この間，

両審議会は，2006年に『討議資料』（IASB

［2006］，FASB［2006］）を，2008年に『公

開草案』（IASB［2008］，FASB［2008a］）

を公表し，それぞれに対する多くのコメント

レターを受領している。

両審議会が概念フレームワークの改訂に取

り組むに至った背景として，概念的基盤の統

一化（FASAC［2004］,p.8），老朽化した概

念フレームワークのアップデート（FASAC

［2004］,p.6），および原則主義による会計基

準設定への対応（FASAC［2004］,p.7）と

いった3点が指摘される。本節ではこれら

の点について詳述する。

1.概念的基盤の統一化

2002年9月に開催されたIASBとFASB

の合同会議において，覚書いわゆるノーウォー

ク合意が交わされた。同覚書では，国内外の

財務報告に利用可能な，高品質で互換性のあ

る会計基準の開発に両審議会が取り組むこと，

そのためにIFRSと米国会計基準との間にあ

る差異を短中期的に取り除くこと，そして，

両審議会による会計基準開発の共同プロジェ

クトを継続して推進することに合意した旨が

示される（FASB/IASB［2002］）。このよう

な合意の目的は，「解釈指針を含めたIFRS

と米国会計基準との実質的な統合化」（山田

［2003］，242頁）を図ることにあるとされ

る。

IASC［1989］とSFACには，例えば，前

者は単一の文書であるが，後者は複数の文書

から構成される上に，例示が多用されるなど，

文章量が多いといった形式面での相違がある。

また，内容的に共通する部分も多いが，概念

構成や定義など実質面での重要な相違もある。

例えば，質的特性の領域では，目的適合性の

定義，信頼性の構成要素等に相違がみられる。

IFRSと米国会計基準の互換性の確保ある

いは統合化を推進するためには，会計基準を

設定，理解するための概念的基盤となる概念

フレームワークも統一することが合理的であ

る。相違する会計上の概念あるいは概念的基

盤から，互換性のある会計基準を導出するこ

とは困難なためである。概念的基盤が統一さ

れれば，互換性のある会計基準の開発も容易

になり，両審議会合同での会計基準開発プロ

ジェクトも円滑に進行すると考えられる。

2.概念フレームワークのアップデート

2004年の合同会議開催時点において，

IASC［1989］は公表から15年以上が，SFAC

財務情報の質的特性が示す財務報告制度の方向性
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は第1号の公表時から数えれば25年以上が，

経過している。その一方で，これらの概念フ

レームワーク開発時と比べると，企業を取り

巻く経済環境は変化し，企業取引も複雑化か

つ多様化している。概念フレームワークが構

築された当時の諸環境と月日を経た現在の諸

環境とが大きく異なり，その結果として，概

念フレームワークが老朽化し，会計基準設定

の指針としての役割を十分に果たしえなくなっ

ていることが指摘される。

概念フレームワークの見直しが検討された

この当時の比較的直前期には，財務情報の価

値関連性の低下を指摘した研究が公表されて

いる（3）。例えば，LevandZarowin［1999］

は，報告利益，キャッシュフロー，および純

資産簿価の株価説明力が 1977年から 1996

年までにわたって低下し続けているという，

財務情報の価値関連性の低下を示す検証結果

を報告している（4）。Brownetal.［1999］は，

1958年から 1996年までの一株当たりの利

益と純資産簿価の株価説明力が低下している

ことを示し，LevandZarowin［1999］と同

様に，財務情報の価値関連性の低下を指摘し

ている。また，利益情報に限定されるが，

Collinsetal.［1997］は，1953年から1993

年までの純利益の価値関連性が低下している

ことを明らかにしている。同様に，Francis

andSchipper［1999］は，1952年から1994

年までの株式リターンと利益数値の関係をも

とに利益情報の価値関連性の低下を指摘して

いる。

一連の研究において指摘される価値関連性

低下の原因の全てが，概念フレームワークに

あるとはいえないが，概念フレームワークが，

会計基準設定における指針としての役割を求

められている以上，企業を取り巻く経営環境

や取引の実態と合致するように構築される必

要がある。両審議会はこの必要性を認識して

おり，したがって，共同概念フレームワーク

整備プロジェクトでは，概念フレームワーク

の統一化だけでなく，現状の経済環境や取引

と対応していないなどといった問題箇所や未

対応の領域があれば，概念フレームワークを

加除修正し，アップデートすることも課題と

されている。

3.原則主義への対応

2001年のエンロン社をはじめとした一連

の会計不祥事を受け，FASBは，2002年に

『提案書：米国基準設定における原則主義ア

プローチ』（FASB［2002］）を公表し，従来

の詳細な適用指針や例外規定といった細則を

利用した会計基準整備を改め，原則主義に基

づく会計基準を導入する姿勢を示した。他方，

IASBは，原則主義に基づきIFRSを開発し

ている旨を自身のウェブサイト等において言

明している。

原則主義とは，細則を多用することなく，

会計手続きの基本的規定である原則を中心と

した，簡潔明瞭な会計基準を整備するという

思考である。原則主義による会計基準開発で

は，会計基準のコアとなる原則の設定や会計

的判断の拠り所となる，完全で，内的整合性

を有し，明瞭な概念フレームワークが必要と

なる（FASB［2002］,p.6）。また，原則主義

による会計基準では，原則と概念フレームワー

クの連携が求められる（Tweedie［2007］,p.7）。

しかし，従来のSFACは，原則主義によ

る会計基準設定の基盤として，不完全であり，

目的適合性，信頼性，および比較可能性の間

において生じるトレードオフ関係への対処方

法の明確化，SFAC第 5号における利益稼

得プロセスの議論とSFAC第6号における

財務諸表の構成要素の定義とで整合していな
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い部分の修正，および利用可能な測定属性を

選択するための枠組みの構築など，概念的な

整理，概念間にみられる不整合な箇所の修正，

新たな概念の付加を必要とすることが指摘さ

れる（SEC［2003］,Ⅳ.A）。一方，IASC

［1989］は，SFACと比して記述量が少なく，

その背景にある基本思考を十分に説明してい

るとはいい難く，SFACと同様に，概念的な

整理，修正および付加を必要とする。このた

め，両審議会ともに，原則主義による会計基

準開発の基盤となる新たな概念フレームワー

クの整備が必要となったのである。

Ⅲ 新たな質的特性の概要

1.有用な財務情報の質的特性の意義

『ファイナルペーパー』では，「有用な財務

情報の質的特性は，現在の及び潜在的な投資

者，融資者及び他の債権者が報告企業の財務

報告書（財務情報）に基づいて意思決定を行

う際に最も有用となる可能性の高い情報の種

類を識別するもの」（IASB［2010］,para.

QC1）とされる。一方，「一般目的財務報告

の目的」では，「現在の及び潜在的な投資者，

融資者及び他の債権者は，企業への将来の正

味キャッシュ・インフローの見通しを評価す

るのに役立つ情報を必要としており」（IASB

［2010］,para.OB3），そのため，意思決定に

有用な情報とは，「企業の資源，企業に対す

る請求権，及び企業の経営者や統治機関が企

業の資源を利用する責任をどれだけ効率的か

つ効果的に果たしたかに関する情報」（IASB

［2010］,para.OB4）であるという。

したがって，有用な財務情報の質的特性と

は，企業の将来正味キャッシュ・インフロー

の評価に有用な，企業の資源，企業に対する

請求権，および企業の経営者や統治機関が企

業の資源を利用する責任をどれだけ効率的か

つ効果的に果たしたかに関する情報を識別す

るものである。

2.質的特性の適用プロセスの明示

下記の表1は，『討議資料』から『公開草

案』，『ファイナルペーパー』へと至る改訂プ

財務情報の質的特性が示す財務報告制度の方向性
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（出所）各参考資料から作成



ロセスにおいて，各々の文書で提案された質

的特性とその構成要素を対照表示したもので

ある（5）。『ファイナルペーパー』では，有用

な財務情報の質的特性として，目的適合性，

忠実な表現，比較可能性，検証可能性，適時

性，および理解可能性が採用されている。

一連の改訂プロセスにおいて，質的特性相

互の関係は，当初，IASC［1989］で構築さ

れていた関係と類似するものであったが，最

終的に，SFAC第2号（以下，FASB［1980］）

と類似する相互関係へと変更されている。

改訂当初の『討議資料』の段階では，目的

適合性，忠実な表現，比較可能性，および理

解可能性の四つの質的特性が，並列的に位置

付けられていた。このように質的特性間に明

確な序列を設けない形式は，IASC［1989］

と共通する。しかし，『公開草案』からは，

質的特性を基本的な質的特性（目的適合性，

忠実な表現）と補強的な質的特性（比較可能

性，検証可能性，適時性，理解可能性）とに

二分して，質的特性間に序列を設けている。

そして，当該序列を『ファイナルペーパー』

でも採用している。このような序列関係は，

目的適合性と信頼性を意思決定に固有の基本

的特性と位置付けたFASB［1980］と類似し

ているが，FASB［1980］よりも質的特性間

の序列関係を明示している点に特徴がある。

まず，『ファイナルペーパー』では，「情報

が，有用であるためには，目的適合性があり，

かつ，忠実に表現されていなければならない」

（IASB［2010］,para.QC17）と，目的適合

性と忠実な表現のいずれの基本的な質的特性

の充足も必要であることが示された上で，両

特性を充足させるための適用プロセスが以下

のように説明される（IASB［2010］,para.

QC18）。

（1）報告企業の財務情報利用者に有用とな

る可能性のある経済現象を識別する。

（2）（1）の現象に関する情報のうち，利用

可能で忠実に表現できるとした場合に最

も目的適合性の高い種類の情報を識別す

る。

（3）（2）の情報を利用可能で忠実に表現で

きるかどうかを判断する。できると判断

されれば，基本的な質的特性を充足する

プロセスは終了となる。一方，できない

と判断された場合は，次善の目的適合性

の高い種類の情報を利用可能で忠実に表

現できるかどうかを判断するというプロ

セスを繰り返す。

次に，比較可能性，検証可能性，適時性，

および理解可能性といった補強的な質的特性

は，「可能な範囲で最大化」（IASB［2010］,

para.QC33）されるべきであって，その適

42

図1 質的特性の適用プロセス

（出所）IASB［2010］,paras.QC18,QC33,QC34をもとに作成



用プロセスは，「反復的なプロセスであり，

定められた順番に従うものではない」（IASB

［2010］,para.QC34）とされる。

以上の内容をもとに質的特性の適用プロセ

スを図示したものが下記の図1である。

このような質的特性の適用プロセスの明文

化は，トレードオフ関係にある質的特性のう

ち，いずれの質的特性を優先すべきかを明示

的に規定するものであり，新たな質的特性に

おける重要な改訂点の一つである。

3.新たな質的特性の採用

質的特性について個別的にみると，『討議

資料』において，忠実な表現が信頼性に代わ

る新たな質的特性として採用され，最終的に

『ファイナルペーパー』でも採用されるに至っ

ている。忠実な表現とは，「有用であるため

には，財務情報は，目的適合性のある現象を

表現するだけでなく，表現しようとしている

現象を忠実に表現しなければならない。完璧

に忠実な表現であるためには，描写は3つ

の特性を有する。それは『完全』で，『中立

的』で，『誤謬がない』ということである。」

（IASB［2010］,para.QC12）と説明され，

その構成要素として完全性，中立性，および

無誤謬性があげられる。

下記の表 2は，IASC［1989］，FASB

［1980］，『討議資料』，『公開草案』，『ファイ

ナルペーパー』，および他の概念フレームワー

クの質的特性を対照表示したものである。

表2からもわかるように，信頼性は各概

念フレームワークにおいて必ず採用される基

幹的な質的特性である。『討議資料』や『公

開草案』に対するコメントレターにおいて，

多くの反対があったにもかかわらず，信頼性

に代えて忠実な表現が採用されたことは，忠

実な表現との関連で検証可能性が独立した質

的特性とされたこととあわせて，新たな質的

特性におけるもう一つの重要な改訂点である。

また，『討議資料』と『公開草案』へのコ

メントレターでは，それら文書で示された質

的特性に加えて，慎重性ないしは保守主義，

あるいは真実かつ公正な概観を質的特性とす

るべきであるという見解が数多く寄せられて

いる。慎重性ないしは保守主義と真実かつ公

正な概観を質的特性とすることについて，全

財務情報の質的特性が示す財務報告制度の方向性
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表2 各概念フレームワークにおける質的特性

（出所）各参考資料から作成



く検討されなかったわけではない。しかし，

最終的に，慎重性および保守主義は，忠実な

表現の構成要素である中立性と矛盾すること

を根拠として質的特性に組み込まれていない

（IASB［2010］,para.BC3.27）。また，真実

かつ公正な概観についても，情報が，目的適

合性と忠実な表現といった質的特性を有し，

比較可能性，検証可能性，適時性および理解

可能性といった質的特性によって補強されれ

ば，自ずと真実かつ公正な概観を満たすもの

であるとの見解のもと，質的特性としての採

用が見送られている（IASB［2010］,para.

BC3.44）（6）。

この他に，目的適合性の構成要素に重要性

が含められたこと，適時性が独立した質的特

性として採用されたことなどが従来の概念フ

レームワークと大きく相違する箇所である。

以下においては，一連の質的特性の改訂の

中でも，本節で指摘した重要な改訂点である，

信頼性に代わる忠実な表現の採用と検証可能

性の独立，および質的特性の新たな相互関係

の構築を取り上げ，その意義を考察する。

Ⅳ 信頼性に代わる忠実な表現
の採用

1.信頼性から忠実な表現へ

信頼性に代えて忠実な表現を採用した目的

の一つとして，信頼性の再定義があげられる。

共同プロジェクトでは，従来のIASC［1989］

およびFASB［1980］において，信頼性の意

義が明確に定義されていないこと，また，定

義が明確にされていないがゆえに，財務諸表

作成者や利用者が信頼性の意義を多様に解釈

する，あるいは理解を誤るなど，信頼性につ

いての共通理解が得られていないことが問題

視されていた（IASB［2010］,paras.BC3.23,

25）。そこで，再定義の方法として，信頼性

の利用は維持したまま，説明文を修正する方

法が検討されたが，それよりも信頼性に代わ

る新たな用語を採用し，改めて共通理解を求

める方法のほうが効果的であるとみなされた

（IASB［2010］,paras.BC3.24 25）。信頼性

に代わる新たな用語である忠実な表現への変

更案は，共同プロジェクトの初期段階である

2005年5月に開催されたIASB会議におい

て，すでに検討されていた（IASB［2005］,

para.45）。そして，表 1でも示されるよう

に，『討議資料』では，忠実な表現が信頼性

に代わる質的特性として採用され，そのまま

『ファイナルペーパー』の公表へと至ってい

る。

2.検証可能性の独立

忠実な表現の採用は信頼性の再定義を目的

としており，それゆえに，『討議資料』での忠

実な表現の構成要素は，まずはIASC［1989］

およびFASB［1980］において信頼性の構成

要素とされていた諸項目を組み合わせ（7），

検証可能性，中立性，および完全性とされた

と考えられる（表1参照）。しかし，後述の

ように検証可能性は忠実な表現と必ずしも正

の相関関係になく，検証可能性を忠実な表現

の構成要素とすることの論理的矛盾が指摘さ

れる。

ある測定値を検証する場合には，例えば，

現金残高や市場性のある有価証券の市場価格

のように，測定値が忠実な表現であるかどう

かを直接的に確認可能な直接的検証と，例え

ば，減価償却費のように，インプットおよび

当該インプットを利用した測定プロセスの確

認によって測定値の適切性を検証する間接的

検証とがある（Johnson［2005］,p.3）。直

接的検証の場合，当該測定値が忠実な表現で
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あることが確認されるが，間接的検証の場合，

測定値自体が忠実な表現であることは確認さ

れない。このため，間接的検証は必ずしも忠

実な表現を保証するものではなく，「間接的

検証可能性は忠実な表現の構成要素とは言え

ない。」（徳賀［2008］，26頁）とされる。

また，ある測定値の検証が不可能であっても，

当該測定値が経済現象の忠実な表現であるこ

ともありえる。

このように忠実な表現と検証可能性とは必

ずしも正の相関関係にあるわけではなく，状

況によって両特性はトレードオフの関係にな

る。そこで，『公開草案』においては，検証可

能性は，忠実な表現の構成要素から外される

とともに，非常に望ましいが必ずしも必要で

はない質的特性である補強的な質的特性に位

置付けられた（IASB［2010］,para.BC3.36）。

FASB［1980］では，信頼性の構成要素と

して，表現の忠実性と検証可能性とが採用さ

れており（8），両特性の衡量のもとに信頼性

が確保される構造となっていたが，新たな概

念フレームワークでは，忠実な表現と検証可

能性の衡量は，情報の有用性あるいは概念的

基盤としての概念フレームワークの体系性を

損なうものと判断されたのである。この結果，

従来の信頼性概念は大きく忠実な表現と検証

可能性との二つの質的特性に分化し，基本的

な質的特性となった忠実な表現がより強調さ

れる構図となった。

3.忠実な表現の採用と検証可能性の

後退の意味

『討議資料』では，信頼性の再定義のため

に忠実な表現が採用され，さらに検証可能性，

中立性，および完全性を忠実な表現の構成要

素とすることで，その定義の明確化が図られ

ている。しかし，『公開草案』では，それら

構成要素のうち，検証可能性が，忠実な表現

との概念上の不親和を根拠として，構成要素

から除外された。そして，検証可能性は補強

的な質的特性とされ，検証可能性の財務情報

における相対的な位置付けが後退することと

なった。このような改訂プロセスは，論点が，

当初の目的であった信頼性の再定義から，忠

実な表現という新たな質的特性の概念的整理

へと移行していることを窺わせる。

信頼性に代わる忠実な表現の採用および検

証可能性の補強的な質的特性への格下げには，

多くの批判的な見解が示されている（9）。そう

いった批判に対して，コメントレターを検討

する会議において，あるFASBメンバーは，

「検証可能性の重要性を主張するコメントレ

ターの投稿者は，なぜ検証可能性が補強的な

質的特性とされるのかを理解しておらず，過

去指向的な財務会計を主張している。」との

懸念を示し，その上で，「財務報告制度全体

は，公正価値に限らず，将来を考慮した会計

を必要としている。」との見解を示している

（FASB［2008b］,para.31）。つまり，現実

として，将来指向的な情報を取り入れた財務

報告制度が要求されており，そのような要求

に応える必要があるとの問題意識を示してい

る。

このような問題意識があるとすれば，忠実

な表現の採用と検証可能性の後退といった質

的特性の改訂は，信頼性や検証可能性による

保証を厳密に求める，取得原価会計に代表さ

れる伝統的な会計の枠組みから，目的適合性

や忠実な表現を強く指向する，公正価値会計

を含めた新たな会計的枠組みへの移行を改め

て強調したものであるといえる。

とりわけ，忠実な表現の採用は，目的適合

性の先行的適用と検証可能性の後退と相俟っ

て，従来，対象とされていなかった経済現象

財務情報の質的特性が示す財務報告制度の方向性
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を可能な限り表現する，という両審議会の姿

勢を示すものである。その上で，忠実性，す

なわち経済現象と表現との可能な限りの一致

を目指すのである。したがって，忠実な表現

の採用は，認識，測定，および表示の方法や

範囲の拡充を指向するものであるといえる。

Ⅴ 質的特性の新たな相互関係
の構築

1.相互関係の明確化

目的適合性と信頼性に代表されるように，

質的特性間でトレードオフ関係が生じうるこ

とは，IASC［1989］においてもFASB［1980］

においても指摘されている（IASC［1989］,

para.45,FASB［1980］,para.42）。さらに，

このようなトレードオフ関係では，序列を設

けて一方の質的特性を優先させるのではなく，

両特性の相対的重要性を状況に応じて衡量す

ることによって，結果として情報の有用性を

高めることが可能になるとみなされ，トレー

ドオフ関係の存在に積極的な意義がみいださ

れている（IASC［1989］,para.45,FASB

［1980］,para.42）。

これに対して，原則主義による会計基準の

整備を検討しているSEC［2003］では，会計

基準を理解するための明瞭な概念的基盤を提

供するために，質的特性同士が，その性質上，

トレードオフ関係にある場合，どのように質

的特性を適用するのか，あるいはどちらの質

的特性を優先するのかを明示的に規定するこ

とが求められている（SEC［2003］,Ⅳ.A）。

また，IASBとFASBも，質的特性間のトレー

ドオフ関係の解消や相互関係の整理を喫緊

の課題とみなしている（BullenandCrook

［2005］,p.14）。

そこで，『ファイナルペーパー』では，表

1のように質的特性を基本的な質的特性と補

強的な質的特性に分け，前者を財務情報が有

用であるために不可欠な質的特性と，後者を

重要ではあるものの相対的に位置付けが低い，

基本的な質的特性を補強する質的特性とし，

明確な序列関係を設けた。この結果，目的適

合性あるいは忠実な表現と理解可能性，検証

可能性，比較可能性，および適時性とのトレー

ドオフ関係が問題となる余地が消えた。

また，FASB［1980］において「目的適合

性を増大させるために会計方法が変更される

場合，信頼性が損なわれることがあり，その

また逆もありうる。」（FASB［1980］,para.90）

との指摘があるように，目的適合性と信頼性

にはトレードオフ関係が生じる場合があった。

しかし，信頼性に代わって忠実な表現が採用

され，目的適合性と忠実な表現の適用プロセ

スが明示されたことに伴って，目的適合性と

信頼性にみられた関係とは異なる関係が，目

的適合性と忠実な表現との間に構築される。

『ファイナルペーパー』では，「情報は，

有用であるためには，目的適合性があり，か

つ，忠実に表現されていなければならない。」

（IASB［2010］,para.QC17）と，概念上，

目的適合性と忠実な表現は，財務情報の有用

性に不可欠な質的特性と位置付けられる。

その一方で，基本的な質的特性の適用プロ

セスでは，まず，最も目的適合性の高い情報

を識別し，その後に，当該情報を忠実に表現

できるかどうかを判断するといった，段階的

な適用形式がとられる（図1の（1）および

（2））。このため，目的適合性と忠実な表現

は，実質的にはパラレルな関係にはなく，目

的適合性が先行適用される。このように新た

な質的特性では，目的適合性が優先される構

図となっており，従来，目的適合性とトレー

ドオフ関係にあった信頼性あるいは検証可能
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性によるチェック機能が消滅している（10）。

『討議資料』および『公開草案』の段階に

おいても，『ファイナルペーパー』のように

実質的にも形式的にも，目的適合性が忠実な

表現に先んじて適用される適用プロセスとなっ

ていた。そして，『ファイナルペーパー』で

は，そのような目的適合性の先行性に，形式

的な修正を加えている。すなわち，目的適合

性と忠実な表現の適用プロセスの第 3段階

において，目的適合性の高い種類の情報であっ

ても忠実に表現できないと判断された場合，

次に目的適合性の高い種類の情報を忠実に表

現可能かどうか判断することが求められてお

り（図1の（3）および（3）・），忠実な表現に

よる目的適合的な情報へのチェックと再識別

のプロセスが付されている（11）。目的適合性

が先行的に適用されるため，非対称的である

が，目的適合性と忠実な表現の衡量が導入さ

れている。

2.新たな相互関係の意義

『ファイナルペーパー』で新たに導入され

た，上述の忠実な表現による目的適合性に対

するチェックと再識別のプロセスは，いかな

る意図のもとに導入されたのであろうか。

目的適合性を強調し，信頼性に代えて忠実

な表現を採用した質的特性の改訂は，資産負

債観の徹底，全面公正価値会計の導入，ある

いは配分よりも評価の重視を指向するもので

あるという見解が多く示されている（注（10）

参照）。確かに，目的適合性に基づき，将来

キャッシュフローに関する経済現象を忠実に

表現する，という情報の識別プロセスは，フ

ローよりもストックの重視，あるいは公正価

値を利用した価値測定重視の現れとして捉え

られる。そして一連の改訂やその背後にある

と考えられるそれら指向性に対する批判的な

見解が多数示されている（12）。

そのようななか，IASBの Hoogervorst

議長は，2012年 11月の IFRS財団アジ

ア・オセアニアオフィスの開設記念式典ス

ピーチで IASBの制度整備への批判に対す

るIASB（議長）としての見解を示している

（Hoogervorst［2012］）。スピーチのなかで，

測定に関しては，「いかなる状況においてど

の測定方法を使用するべきかに関する明確な

原則の開発を試みる」とし，公正価値による

単一測定ではなく，従来通り，公正価値と取

得原価を併用した混合測定を採用する方針で

あることを示している（Hoogervorst［2012］,

p.1）。

折しも『ファイナルペーパー』が公表され

た2010年には，IASBとFASBとが合同で

測定プロジェクトに関する『スタッフペーパー』

（IASB/FASB［2010］）を公表している。『ス

タッフペーパー』では，概念フレームワークに

おける財務報告の目的に基づけば，資産と負

債を最重要な測定対象とし，それらを現在の

価格もしくは価値（currentpricesorvalues）

で測定する貸借対照表観（TheBalance

SheetView），収益および費用の測定を重視

し，資産と負債を歴史的原価（historiccost）

で測定する損益計算書観（TheIncomeState-

mentView），および貸借対照表と損益計算

書を補完的に捉え，複数の測定属性を許容す

るホリスティック観（TheHolisticView）

という，測定属性の適用に関する3種類の

観点が，非公式ながらも導きうるとしている

（IASB/FASB［2010］,paras.918）（13）。

Hoogervorst議長のスピーチと，非公式と

の限定付きではあるが，『スタッフペーパー』

の内容とをあわせると，IASBは，ホリスティッ

ク観にみられるような混合測定と整合的な概

念フレームワークの構築を検討しているもの
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と考えられる（14）。

忠実な表現による目的適合性へのチェック

および再識別のプロセスと混合測定の導入は

整合的である。目的適合性の先行性から導か

れる公正価値測定という構図に，フィルター

として忠実な表現が適用されることによって，

営業用資産か投資用資産かなどといった測定

対象の有する経済的な特性に基づき，忠実な

表現が可能となる測定属性が選択される。忠

実な表現による目的適合性へのチェックと再

識別が，測定属性の切り替えの概念的基盤と

しての役割を果たすのである。

質的特性の相互関係から類推すると，新概

念フレームワークのもとでは，厳密な資産負

債観，あるいは公正価値による単一測定といっ

た会計的枠組みのみが許容されるのではなく，

IASB/FASB［2010］で提案されたホリスティッ

ク観のような混合測定も受け入れ可能な概念

的枠組みとなっている。

Ⅵ まとめ

改訂された質的特性では，質的特性を基本

的な質的特性と補強的な質的特性に分類し，

基本的な質的特性のうち，目的適合性を先行

的に適用する。そして，信頼性に代わって新

たに忠実な表現が採用され，それに伴って，

検証可能性が独立した質的特性とされる。

このような質的特性の改訂の結果，質的特

性間のトレードオフ関係が生じにくい形式と

なっている。ただし，目的適合的な情報であっ

ても忠実に表現できない場合には，忠実な表

現によるチェック機能が働き，次に目的適合

性の高い情報を再識別することが求められる。

このため，目的適合性と忠実な表現の衡量の

余地が生じている。

目的適合性の先行的適用と忠実な表現の採

用の基底には，目的適合的な将来キャッシュ

フローに関する経済現象を財務情報として表

現することを重視し，その上で，当該経済現

象の可能な限り忠実な描写を目指すという指

向性が存在する。このことは，新概念フレー

ムワークによる認識，測定，および表示の範

囲や方法を拡充した財務報告制度の構築とい

う方向性を示す。

また，目的適合性の先行的適用をもって，

資産負債観の強化，あるいは公正価値による

単一測定を指向するものとの見解が示される。

このような指向性を強く有すると同時に，忠

実な表現による目的適合性に対するチェック

と再識別のプロセスも導入されており，混合

測定の適用可能性が指摘できる。この点に注

目した場合，新概念フレームワークは，厳密

な資産負債観あるいは公正価値測定だけでは

なく，IASB/FASB［2010］で提案されたホ

リスティック観のような混合測定も受け入れ

可能な枠組みとみなしうる。

以上，新概念フレームワークにおける質的

特性の検討から，認識，測定，および表示の

範囲や方法を拡充した財務報告制度の構築と

いう方向性が示唆されること，また，資産負

債観の強化という基本方針が提示されつつも，

混合測定の採用も可能な枠組みが提供されて

いることを指摘した。ただし，これらは新概

念フレームワークが採用する方向性の一部を

示すのみであって，具体的な方向性を完全に

明らかにしているとはいえない。

現在，IASBは2015年の完成に向けて概

念フレームワークの開発を進めている。2013

年 4月には，目的と位置付け，財務諸表の

構成要素，認識と認識中止，測定，表示およ

び開示，報告主体，資本維持などの領域につ

いてのスタッフペーパーが公表され，今後，

それら領域に関する討議資料および公開草案
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が公表される予定となっている。それらとつ

きあわせることによって，新たな概念フレー

ムワークがいかなる財務報告制度を指向する

かが一層明らかになるであろう。

注
（1）斎藤［2007a］では，概念フレームワークは，

会計基準が首尾一貫したルールのシステムと

なるよう，前提となる基本概念を体系化した

ものであり，現行の会計基準をできるだけ整

合的に記述するとともに，会計基準の向かう

べき方向を示唆することで，将来の基準設定

に指針を与える役割も担うものとされる（斎

藤［2007a］，147頁）。

（2）当初は引き続きフェーズB以下の概念フレー

ムワークも共同で開発し，公表する予定であっ

たが，2012年からはIASBが単独でプロジェ

クトを進めている。FASBでは，「報告主体」，

「測定」，および「構成要素と認識」の3領域

が活動停止プロジェクトとされている（2013

年6月末現在）。

（3）財務情報の価値関連性の低下を指摘する一連

の研究が，会計基準の作成指針である概念フ

レームワークの見直しにつながった可能性が

ある一方で，その同時期に，財務情報の価値

関連性が低下していないことを示す，正反対

の研究結果が公表されていることも考慮する

必要がある。

例えば，Collinsetal.［1997］は，本文にて

後述するように，1953年から1993年までの

期間で純利益の価値関連性は低下しているも

のの，同期間の純資産簿価の価値関連性は上

昇しており，純利益と純資産簿価をあわせた

価値関連性は低下していないことを報告して

いる。FrancisandSchipper［1999］も，1952

年から 1994年までを調査期間とし，Collins

etal.［1997］と同様に，利益情報の価値関連性

は低下しているが，純資産簿価の価値関連性

は上昇しており，純利益と純資産簿価をあわ

せた価値関連性は増加していることを明らか

にしている。また，LandsmanandMaydew

［2002］は，1972年から1998年までの四半期

利益報告における株式取引高および株価の変

動を調査し，利益報告の情報内容が増加傾向

にあることを報告している。

このように財務情報の価値関連性に関する

実証結果は統一的な見解を示しておらず，ま

た，その検証方法にも多くの議論がある。こ

のような価値関連性研究の多様性は，大日方

［2013］が詳しい（大日方［2013］，74頁）。

（4）加えてLevandZarowin［1999］では，この価

値関連性の低下は，イノベーション，企業間

競争，規制緩和などに起因する企業経営およ

び経済環境の変化の影響を財務報告制度に適

切に反映してこなかったことに原因があるこ

とも指摘されている。

（5）質的特性はゴシック体によって，各質的特性

の構成要素は＜＞によって示されている。

（6）真実かつ公正な概観については，欧州，英連

邦，シンガポール，香港などの国や地域から，

質的特性への採用を強く求めるコメントレター

が投稿されていたが，その他の地域からの採

用を要望するコメントレターは多くなかった

（中山［2013］，131頁）。詳しい検討の必要性

はあるが，地域性や各国法制度の相違も，真

実かつ公正な概観が質的特性に採用されなかっ

た一因と考えられる。

（7）IASC［1989］では，忠実な表現（と実質優先

性），中立性（と慎重性），および完全性が，

FASB［1980］では，表現の忠実性，中立性，

および検証可能性が，信頼性の構成要素とさ

れている。

（8）FASB［1980］では，表現の忠実性と検証可能

性に加えて，中立性も信頼性の構成要素とさ

れる。

（9）信頼性に代わる忠実な表現の採用や検証可能

性を補強的な質的特性とすることに対しては，

『討議資料』および『公開草案』へのコメント

レターを通じて，多くの反対意見が表明され

ている（中山［2013］，118124頁，171172

頁，175176頁）。

（10）津守［2008］は，目的適合性が優先的に適用

される状況を「目的適合性の絶対的先行性」

（津守［2008］，331頁）と評している。この

ような目的適合性を優先する質的特性の適用

方法の採用は，資産負債中心観への一本化の

試み（津守［2008］，331頁），歴史的原価を

否定した公正価値会計の強調（津守［2008］，

331頁），公正市場価値の取得原価（および未

償却原価）への優位性の明示（徳賀［2008］，

28頁），ストック重視，価値測定の重視への

変化（徳賀［2008］，28頁），信頼性や検証可

能性が十分ではない測定値を財務諸表に反映

する準備段階の意味合い（桜井［2009］，182

183頁），資産負債アプローチの意義の確認

および本来の趣旨の徹底（藤井［2009］，109

頁）と評される。

（11）『ファイナルペーパー』のpara.QC18におけ
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る修正は，適用形式面での修正であり，両審

議会が示した目的適合性を先行適用するとい

う目的適合性の概念上の優先性を修正するも

のではない。

（12）批判的な見解としては，例えば，岩崎［2011］，

渡邉［2013］がある。また，『討議資料』およ

び『公開草案』に対するコメントレターでも，

ASBJによるものをはじめとして，多くの反

対意見が示されている。コメントレターの詳

細な内容については中山［2013］を参照のこ

と。

（13）IASB/FASB［2010］で示されたホリスティッ

ク観を取り上げた研究には，佐藤［2011］，

［2012］，角ヶ谷［2011］，［2012］，岩崎［2012］，

［2013］，田代［2013］，向［2013］がある。

（14）両審議会がホリスティック観そのものについ

て検討したことを示す文書を，IASB/FASB

［2010］以降，筆者は発見できていない。貸借

対照表観，損益計算書観にならぶ第3の観点

として，ホリスティック観が理論的な妥当性

を十分に有しているのかどうか，あるいは，

ホリスティック観と同様な考え方が，測定の

領域（公正価値と歴史的原価）のみならず，

財務報告の目的（意思決定目的と利害調整目

的），会計観（資産負債観と収益費用観），利

益概念（包括利益と純利益）における二元的

対立構造を包括あるいは解消する目的で，新

たな概念フレームワークに組み込まれている

かどうかは，さらに検討する必要がある。二

元的対立構造における第3の観点としてのホ

リスティック観の適用を検討した先行研究と

して佐藤［2012］および角ヶ谷［2012］があ

る。
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